
人吉市立小中学校指定校変更及び区域外就学事務取扱要項 

 

平成２２年１１月５日 

教委告示第１８号 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８条に規定する指

定校の変更及び第９条に規定する区域外就学について、必要な事項を定めるものとする。 

（許可基準） 

第２条 人吉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、指定校の変更及び区域外就

学を許可する際の基準は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

（申請） 

第３条 児童生徒の保護者は、当該児童生徒について、指定校の変更を希望する場合は人吉

市立小中学校就学等に関する規則（平成２年人吉市教育委員会規則第４号）第５条に規定

する申請書に別表第１に掲げる必要書類を、区域外就学を希望する場合は同規則第６条に

規定する許可願いに別表第２に掲げる必要書類を添付して教育委員会へ提出しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、当該保護者に対し添付

書類以外の書類の提出を求めることができる。 

（許可） 

第４条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第２条の許 

可基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適切と認められるときは、指定校の変更又は区 

域外就学を許可することができる。 

 （許可の取消し） 

第５条 教育委員会は、第４条の許可を受けた保護者が、次に掲げる事項のいずれかに該当

することとなった場合は、許可を取り消すことができる。 

⑴  偽りその他不正の手段により許可を受けたことが明らかとなったとき。 

⑵  申請事由が変更又は解消したと認められるとき。 

⑶  その他の事由により教育委員会が許可の取消しを必要と認めたとき。 

 （委任） 

第６条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 この要項は、告示の日から施行する。 


